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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第42期

第１四半期累計期間
第43期

第１四半期累計期間
第42期事業年度

会計期間
自2019年４月１日
至2019年６月30日

自2020年４月１日
至2020年６月30日

自2019年４月１日
至2020年３月31日

売上高 （千円） 1,270,331 1,469,402 5,166,248

経常利益又は経常損失（△） （千円） △8,343 105,112 86,580

四半期（当期）純利益又は四半期純

損失（△）
（千円） △4,534 51,973 10,048

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 681,012 681,012 681,012

発行済株式総数 （千株） 11,660 11,660 11,660

純資産額 （千円） 1,798,794 1,828,284 1,796,218

総資産額 （千円） 4,732,470 4,789,126 4,424,744

１株当たり四半期（当期）純利益金

額又は１株当たり四半期純損失金額

（△）

（円） △0.54 6.15 1.19

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － 5.00

自己資本比率 （％） 38.0 38.2 40.6

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

　　　　２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

　　　　３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　新型コロナウイルス感染症による事業への影響については、引き続き今後の状況を注視してまいります。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

（1）業績の状況

　当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により、経済活動が制

限される等厳しい状況にあり、緊急事態宣言解除後も依然として先行きの見通せない状況が続いております。

　当社を取り巻く事業環境においては高齢化や健康志向の高まりにより健康関連商品から化粧品、家庭用品市場ま

でドラッグストア等の実店舗はもとより、通信販売企業をはじめ、メーカー、流通系企業等の参入もあり市場の競

争が激化しています。また、お客さまにおいても健康意識の高揚と情報の高度化により、安全・安心はもとより商

品・サービスに対する要望も多様化し、企業と商品の選別が厳しさを増してきています。

　このような環境の中で、当社は企業理念として掲げる「健康づくり、幸福づくり、人づくり」の具現化に向け

て、お客さまの生活を支えるための商品や情報・サービスを多角的・多面的に拡充するトータルライフ・ケアを推

進してまいりました。そして、更なる成長と企業価値向上を目指し、基盤事業の選択と集中による収益性の向上に

努めることで、目標の達成や強い企業体質を作るために邁進してまいりました。

　また少子高齢化に伴う労働人口の減少や国の政策である「働き方改革」の施行により、営業人員の積極的な採用

はもとより、業務効率や勤務形態の改善を図りました。そのためＩＴを活用した営業サポートや教育、コミュニ

ケーションツール等を強化し一人当たりの生産性の向上に努めました。

　その結果、当第１四半期累計期間の経営成績及び財政状態は以下のとおりとなりました。

 

（経営成績）

　当第１四半期における経営成績は、売上高は1,469百万円（前年同期比15.7％増）、営業利益は100百万円（前年

同期は営業損失11百万円）、経常利益は105百万円（前年同期は経常損失8百万円）、四半期純利益は51百万円(前

年同期四半期純損失は4百万円）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

①家庭医薬品等販売事業（小売部門・卸売部門）

小売部門においては、中期経営計画にある「事業基盤の強化」として配置薬などを委託強化することにより営

業人員で左右されない顧客主導型の安定した販売による収益基盤の確立や全顧客への新規販売と継続的な販売に

取り組みました。「成長戦略」においてもお客さまがより長く元気に暮らすための「健康寿命」を延ばすために

ＩＴを活用した営業サポートや教育、新商品の開発強化に取り組みました。また全国の営業社員の担当地域の見

直しと直行・直帰の導入により営業効率並びに営業時間の確保を図りました。その結果、生産性が上がり売上高

は増加となりました。更に成長戦略投資として６月より広島県に広島営業所を新規出店し、新たな顧客獲得に取

り組みました。新型コロナウイルス感染症においては、現時点では厳重な対策を実施した上で事業活動は継続し

ており、平常時と同水準の稼働率を維持しております。また改めてお客さまが３密を避けるために置き薬の利便

性が見直され必要性が高まりました。そのため営業社員が健康関連商品から日用品、食品などを定期的な訪問を

行うことによりお客さまの様々なニーズにお応えする商品をお届けすることが出来ました。

卸売部門の売上高につきましては、「事業基盤の強化」として年間定番商品や季節定番商品の安定供給に取り

組みました。更に今般の新型コロナウイルス感染拡大の影響による感染症予防に対する意識の高まりにより、除

菌消臭関連商品の販売は堅調に推移しました。

その結果、売上高は1,273百万円（前年同期比12.8％増）、セグメント利益71百万円（前年同期はセグメント

損失4百万円）となりました。

②売水事業部門

　昨今の健康志向ブームによる飲料水へのこだわりと、拡大するミネラルウォーター宅配市場の成長性、更に防

災対策としての水の備蓄や熱中症対策としての水の必要性等により、早期に中核事業の１つとして確立すること

を目標としております。「事業基盤の強化」として抗菌カートリッジやサーバーメンテナンスにより安全性の強

化を図りました。また、今期より除菌用アルコール製品の製造・販売を開始し、今般の新型コロナウイルス感染

拡大の影響による感染症予防に対する意識の高まりにより、販売は堅調に推移しました。

その結果、売上高は194百万円（前年同期比38.4％増）、セグメント利益29百万円（前年同期はセグメント損

失7百万円）となりました。
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（2）財政状態の分析

　当第１四半期会計期間末における資産合計は4,789百万円となり、前事業年度末に比べ364百万円増加いたしま

した。これは主に現金及び預金の増加180百万円、受取手形及び売掛金の増加105百万円、商品及び製品の増加36

百万円によるものであります。

　当第１四半期会計期間末における負債合計は2,960百万円となり、前事業年度末に比べ332百万円増加いたしま

した。これは主に短期借入金の増加100百万円、賞与引当金の増加71百万円、長期借入金の増加40百万円によるも

のであります。

　当第１四半期会計期間末における純資産合計は1,828百万円となり、前事業年度末に比べ32百万円増加いたしま

した。これは主に利益剰余金の増加30百万円によるものであります。

　この結果、自己資本比率は、前事業年度末の40.6％から38.2％となりました。
 

（3）経営方針・経営戦略等

　当第１四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
 

（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更はありませ

ん。
 

（5）研究開発活動

　該当事項はありません。
 

（6）主要な設備

　該当事項はありません。
 

（7）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の状況と見通し

　該当事項はありません。
 

（8）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当社の運転資金需要のうち主なものは、仕入及び全国に営業所展開をしている労働集約型の業態であることか

ら人件費、地代家賃、車輌運行費、リース料等の販売費及び一般管理費によるものであります。

　また運転資金は主に営業活動から生ずるキャッシュ・フローにより賄っておりますが、賞与支払や設備投資資

金の調達には必要に応じて金融機関からの借入を行っております。
 

３【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 25,000,000

計 25,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（2020年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（2020年８月７日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 11,660,734 11,660,734

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数100株

計 11,660,734 11,660,734 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（千株）

発行済株式総
数残高

（千株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2020年４月１日～

2020年６月30日
－ 11,660 － 681,012 － 424,177

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（2020年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

①【発行済株式】

    2020年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

2,972 単元株式数100株
普通株式 3,218,700

完全議決権株式（その他） 普通株式 8,417,100 84,171 同上

単元未満株式 普通株式 24,934 － －

発行済株式総数  11,660,734 － －

総株主の議決権  － 87,143 －

 

②【自己株式等】

    2020年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

株式会社中京医薬品
愛知県半田市亀崎北浦

町２丁目15の１
2,921,500 297,200 3,218,700 27.6

計 － 2,921,500 297,200 3,218,700 27.6

（注）他人名義で所有している理由等

所有理由 名義人の氏名又は名称 名義人の住所

「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」

制度の信託財産として拠出

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社
東京都中央区晴海１丁目8-11

「従業員向け株式給付」制度の信託

財産として拠出

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社
東京都中央区晴海１丁目8-11

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（2020年４月１日から2020年６

月30日まで）及び第１四半期累計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）に係る四半期財務諸表について有

限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(2020年３月31日)
当第１四半期会計期間
(2020年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 673,300 853,837

受取手形及び売掛金 449,969 555,386

商品及び製品 477,098 513,612

委託商品 376,167 379,347

仕掛品 105 95

原材料及び貯蔵品 22,774 30,392

その他 94,090 125,603

貸倒引当金 △5,505 △6,978

流動資産合計 2,088,001 2,451,296

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 517,122 505,745

土地 1,310,379 1,310,379

その他（純額） 37,009 33,532

有形固定資産合計 1,864,511 1,849,657

無形固定資産 77,356 70,990

投資その他の資産   

前払年金費用 103,120 103,593

その他 296,100 317,965

貸倒引当金 △4,346 △4,378

投資その他の資産合計 394,875 417,181

固定資産合計 2,336,743 2,337,829

資産合計 4,424,744 4,789,126

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 395,612 404,656

短期借入金 830,000 930,000

1年内返済予定の長期借入金 180,300 191,130

未払法人税等 32,801 71,921

賞与引当金 122,220 194,134

返品引当金 9,557 12,921

その他 344,772 408,357

流動負債合計 1,915,263 2,213,120

固定負債   

長期借入金 330,640 370,658

退職給付引当金 154,297 150,982

株式給付引当金 22,224 23,398

資産除去債務 4,758 4,771

長期未払金 178,120 178,120

その他 23,223 19,791

固定負債合計 713,263 747,721

負債合計 2,628,526 2,960,842
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(2020年３月31日)
当第１四半期会計期間
(2020年６月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 681,012 681,012

資本剰余金 424,177 424,177

利益剰余金 1,653,898 1,684,023

自己株式 △960,331 △958,793

株主資本合計 1,798,756 1,830,420

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,538 △2,136

評価・換算差額等合計 △2,538 △2,136

純資産合計 1,796,218 1,828,284

負債純資産合計 4,424,744 4,789,126
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（２）【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年６月30日)

売上高 1,270,331 1,469,402

売上原価 381,199 452,653

売上総利益 889,132 1,016,749

販売費及び一般管理費 900,696 916,265

営業利益又は営業損失（△） △11,564 100,483

営業外収益   

受取利息 29 11

受取配当金 486 509

受取家賃 3,097 3,119

その他 678 2,112

営業外収益合計 4,292 5,752

営業外費用   

支払利息 1,071 1,122

その他 0 0

営業外費用合計 1,071 1,122

経常利益又は経常損失（△） △8,343 105,112

特別損失   

固定資産除売却損 400 143

減損損失 － 8,823

特別損失合計 400 8,966

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △8,743 96,146

法人税、住民税及び事業税 △2,586 64,605

法人税等調整額 △1,622 △20,432

法人税等合計 △4,209 44,172

四半期純利益又は四半期純損失（△） △4,534 51,973
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【注記事項】

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する会計上の見積り）

　前事業年度の有価証券報告書（追加情報）「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に関する会計上の見積

り」に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はあ

りません。

 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計

期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む）は、次のとおりであります。

 

前第１四半期累計期間

（自 2019年４月１日

　　至 2019年６月30日）

当第１四半期累計期間

（自 2020年４月１日

　　至 2020年６月30日）

減価償却費 21,926千円 19,466千円

 
 
 

（株主資本等関係）

前第１四半期累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年６月30日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月26日

定時株主総会（注）
普通株式 21,850 2.5 2019年３月31日 2019年６月27日 利益剰余金

（注）配当金の総額には、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）に対する配当金859千円（従業員持株

会信託口290千円、従業員向け株式給付信託口569千円）を含んでおります。

 

当第１四半期累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年６月30日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月25日

定時株主総会（注）
普通株式 21,847 2.5 2020年３月31日 2020年６月26日 利益剰余金

（注）配当金の総額には、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）に対する配当金743千円（従業員持株

会信託口180千円、従業員向け株式給付信託口562千円）を含んでおります。

 

 

（持分法損益等）

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自2019年４月１日　至2019年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：千円）

 報告セグメント

その他
（注）１

四半期損益計
算書計上額
（注）２

 家庭医薬品等販売事業
売水事業部門 計

 小売部門 卸売部門

売上高       

外部顧客への

売上高
1,020,302 108,571 140,602 1,269,476 855 1,270,331

計 1,020,302 108,571 140,602 1,269,476 855 1,270,331

セグメント利益

又は損失（△）
863 △4,952 △7,475 △11,564 － △11,564

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含んでいない事業セグメントであり、保険事業部門等を

　含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期損益計算書の営業損失と一致しております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自2020年４月１日　至2020年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：千円）

 報告セグメント

その他
（注）１

四半期損益計
算書計上額
（注）２

 家庭医薬品等販売事業
売水事業部門 計

 小売部門 卸売部門

売上高       

外部顧客への

売上高
1,104,302 169,413 194,603 1,468,319 1,083 1,469,402

計 1,104,302 169,413 194,603 1,468,319 1,083 1,469,402

セグメント利益 53,952 17,516 29,015 100,483 － 100,483

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含んでいない事業セグメントであり、保険事業部門等を

　含んでおります。

２．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　当第１四半期累計期間において、家庭医薬品等販売事業（小売部門）の営業所（１営業所）の売却決定に

伴い、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失として特別損失に計上しております。

　なお、当該減損損失の計上額は8,823千円であります。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間
（自　2019年４月１日
至　2019年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額（△）
△0円54銭 6円15銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（千円）
△4,534 51,973

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は普通株式

に係る四半期純損失金額（△）（千円）
△4,534 51,973

普通株式の期中平均株式数（千株） 8,401 8,444

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

（第三者割当による新株予約権の発行）

　当社は、2020年８月７日開催の取締役会において、第三者割当により発行される第１回新株予約権（行使価

額修正条項付）の募集を行うことを決議いたしました。

 

(1)名称 株式会社中京医薬品第1回新株予約権

(2)募集又は割当方法 第三者割当の方法による

(3)新株予約権の総数 12,000個　(新株予約権1個当たり 100株)

(4)新株予約権の目的となる

株式の種類及び数

普通株式 1,200,000株

(5)発行価額 新株予約権1個当たり385円（総額 4,620,000円）

(6)行使価額及び行使価額の修正条件 当初の行使価額は、428円とする。

本新株予約権の行使価額は、割当日の翌営業日以降、本新株予約権の

各行使請求の通知が行われた日の直前取引日の株式会社東京証券取引

所における当社普通株式の普通取引の終値の90％に相当する金額に修

正される。但し、修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとな

る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とする。下限行使価額

は300円とする。

(7)資本組入額 会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加

限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場

合はその端数を切り上げた額とする。

(8)払込期日 2020年８月24日

(9)割当日 2020年８月24日

(10)行使期間 2020年８月25日から2022年８月25日まで

(11)割当先 大和証券株式会社

(12)資金の使途 除菌用アルコールジェル(中京マジックジェル等)の製造ラインの更新

等

（注）上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社中京医薬品(E03289)

四半期報告書

14/16



 
 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2020年８月７日

株 式 会 社 中 京 医 薬 品

取 締 役 会　御 中

 

有 限 責 任　あ ず さ 監 査 法 人

名古屋事務所

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 加　藤　浩　幸　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 山　田　昌　紀　　印

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社中京医

薬品の2020年４月１日から2021年３月31日までの第43期事業年度の第１四半期会計期間（2020年４月１日から2020年６月

30日まで）及び第１四半期累計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半

期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社中京医薬品の2020年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了す

る第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかっ

た。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に

記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人

としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断してい

る。

四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する

事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期財

務諸表に対する結論を表明することにある。

EDINET提出書類

株式会社中京医薬品(E03289)

四半期報告書

15/16



監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手

続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される

年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら

れると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付

ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財務

諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、

四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レ

ビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく

なる可能性がある。

・四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠

していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、構

成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められ

ないかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　以　上

 

　（注）１.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２.ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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